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国　税／�平成29年分所得税の確定申告
� 2月16日～3月15日

� （還付申告は申告期間前でも受け付けられます）
国　税／�贈与税の申告� 2月1日～3月15日
国　税／�1月分源泉所得税の納付� 2月13日
国　税／�12月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 2月28日
国　税／�6月決算法人の中間申告� 2月28日
国　税／�3月、6月、9月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 2月28日
国　税／�決算期の定めのない人格なき社団等の法人

税の確定申告及び納付� 2月28日
地方税／�固定資産税（都市計画税）の第4期分の納付

� 市町村の条例で定める日

2 2018（平成30年）

マイナンバーによる情報連携　行政機関に提出する必要があった書類を省略できるよ
う、マイナンバーを基に専用のネットワークシステムを利用して行政機関の間で情報の
やり取りをすること。たとえば、健康保険の給付や保険料の減免を受ける際に必要だっ
た住民票の写しや課税証明書が不要になります。昨年11月から運用が始まっています。

ワン
ポイント

梅

◆  2 月 の 税 務 と 労 務 2月 （如月）FEBRUARY
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２月号─2

　

雇
用
保
険
制
度
で
は
、
教
育
訓
練

受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用
の
一

部
を
支
給
す
る「
教
育
訓
練
給
付
金
」

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

働
く
人
の
主
体
的
な
能
力
開
発
の
取

組
み
や
中
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成

を
支
援
し
、
雇
用
の
安
定
と
再
就
職

の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
初
め
て
専
門
実
践
教
育
訓

練
（
通
信
制
、
夜
間
制
を
除
く
）
を

受
講
す
る
人
で
、
受
講
開
始
時
に
四

十
五
歳
未
満
な
ど
一
定
の
要
件
を
満

た
す
人
が
、
訓
練
期
間
中
、
失
業
状

態
に
あ
る
場
合
に
訓
練
受
講
を
さ
ら

に
支
援
す
る
た
め
、「
教
育
訓
練
支
援

給
付
金
」
が
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
教
育
訓
練
給
付
金
の
制

度
全
般
お
よ
び
平
成
三
十
年
一
月
よ

り
拡
充
さ
れ
た
「
専
門
実
践
教
育
訓

練
給
付
金
」
の
改
正
内
容
を
取
り
上

げ
ま
す
。

一
　
教
育
訓
練
給
付
金
制
度
の
概
要

　

教
育
訓
練
給
付
金
に
は
次
の
も
の

が
あ
り
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
被

保
険
者
（
在
職
者
）
ま
た
は
被
保
険

者
で
あ
っ
た
人
（
離
職
者
）
に
対
し

支
給
さ
れ
ま
す
。

①　

一
般
教
育
訓
練
給
付
金

②　

専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金

③　

教
育
訓
練
支
援
給
付
金
（
平
成

三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

時
限
措
置
と
さ
れ
て
い
ま
す
）

二
　
一
般
教
育
訓
練
給
付
金

㈠
　
制
度
概
要

　

受
講
開
始
日
に
雇
用
保
険
の
被
保

険
者
等
で
あ
っ
た
期
間
が
三
年
以
上

（
初
め
て
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

は
当
分
の
間
、
一
年
以
上
）
あ
る
こ

と
、
受
講
開
始
日
時
点
で
被
保
険
者

で
な
い
人
は
被
保
険
者
資
格
を
喪
失

し
た
日
（
離
職
日
の
翌
日
）
以
降
、

受
講
開
始
日
ま
で
が
一
年
以
内
で
あ

る
こ
と
等
の
一
定
要
件
を
満
た
し
た

人
が
、
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
す
る

教
育
訓
練
を
受
講
し
修
了
し
た
場
合

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

㈡
　
支
給
額

　

教
育
訓
練
施
設
に
支
払
っ
た
教
育

訓
練
経
費
の
二
〇
％
に
相
当
す
る
額

と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
額
が

一
〇
万
円
を
超
え
る
場
合
は
一
〇
万

円
が
上
限
で
す
。
ま
た
、
支
給
額
を

計
算
し
た
結
果
が
四
千
円
を
超
え
な

い
場
合
は
不
支
給
と
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
受
講
開
始
日
前
一
年
以
内

に
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
よ

る
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
を
受
け
た
場

合
は
、
そ
の
費
用
を
教
育
訓
練
経
費

に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
上
限

二
万
円
）。

三
　
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金

㈠
　
制
度
概
要

　

中
長
期
的
な
キ
ャ
リ
ア
形
成
を
支

援
す
る
た
め
に
平
成
二
十
六
年
に
創

設
さ
れ
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
大
臣

が
指
定
す
る
専
門
実
践
教
育
訓
練
講

座
を
修
了
す
る
見
込
者
お
よ
び
修
了

者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
講
座
に
は
次
の
も
の

が
あ
り
ま
す
。

①　

業
務
独
占
資
格
・
名
称
独
占
資

格
の
取
得
を
訓
練
目
標
と
す
る
養

成
施
設
の
課
程

　

養
成
施
設
の
課
程
と
は
、
国
の
指

定
等
を
受
け
て
実
施
さ
れ
る
課
程
で
、

訓
練
修
了
に
よ
り
公
的
資
格
を
取
得
、

受
験
資
格
を
取
得
、
試
験
一
部
免
除

が
可
能
に
な
る
課
程
を
い
い
ま
す
。

訓
練
期
間
が
一
年
以
上
三
年
以
内（
か

つ
、
当
該
資
格
の
取
得
に
必
要
な
最

短
の
期
間
）
の
も
の
が
対
象
で
す
。

〈
業
務
独
占
資
格
の
例
〉

　

看
護
師
、
診
療
放
射
線
技
師
、
義

肢
装
具
士
、
歯
科
衛
生
士
、
柔
道
整

復
師
、美
容
師
、理
容
師
、測
量
士
、

電
気
工
事
士
、
建
築
士　

な
ど

〈
名
称
独
占
資
格
の
例
〉

　

保
健
師
、
調
理
師
、
栄
養
士
、
介

護
福
祉
士
、
社
会
福
祉
士
、
精
神
保

健
福
祉
士
、
保
育
士　

な
ど

②　

専
門
学
校
の
職
業
実
践
専
門
課

程

　

専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
う
ち
、

企
業
な
ど
と
の
連
携
に
よ
り
、
最
新

の
実
務
知
識
な
ど
を
身
に
つ
け
ら
れ

る
よ
う
教
育
課
程
を
編
成
し
た
も
の

と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
認
定
し
た

も
の
で
す
。訓
練
期
間
は
二
年
で
す
。

③　

専
門
職
大
学
院

　

高
度
専
門
職
業
人
の
養
成
を
目
的

と
し
た
課
程
で
す
。
訓
練
期
間
は
二

年
ま
た
は
三
年
以
内
で
す
。

④　

職
業
実
践
力
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム

　

大
学
、
大
学
院
、
短
期
大
学
お
よ

び
高
等
専
門
学
校
の
正
規
課
程
お
よ

び
履
修
証
明
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
、

社
会
人
や
企
業
な
ど
の
ニ
ー
ズ
に
応

じ
た
実
践
的
・
専
門
的
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
文
部
科
学
大
臣
が
認
定
し
た
課

専
門
実
践
教
育

訓
練
給
付
金
の

改
正
（
雇
用
保
険
）
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程
で
す
。
訓
練
期
間
は
、
正
規
課
程

は
一
年
以
上
二
年
以
内
、
特
別
の
課

程
は
訓
練
時
間
が
一
二
〇
時
間
以
上

か
つ
訓
練
期
間
が
二
年
以
内
の
も
の

で
す
。

⑤　

一
定
レ
ベ
ル
以
上
の
情
報
通
信

技
術
に
関
す
る
資
格
取
得
を
目
標

と
す
る
課
程

　

情
報
通
信
技
術
関
係
の
資
格
の
う

ち
、Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
標
準
※
に
つ
い
て
、

要
求
さ
れ
た
作
業
を
全
て
独
力
で
遂

行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い

る
レ
ベ
ル
三
相
当
以
上
の
資
格
を
目

標
と
し
た
課
程
で
す
。
訓
練
時
間
は

一
二
〇
時
間
以
上
か
つ
訓
練
期
間
が

二
年
以
内
で
す
。

※
Ｉ
Ｔ
ス
キ
ル
標
準

　
　

経
済
産
業
省
に
よ
り
公
表
さ
れ

て
い
る
各
種
Ｉ
Ｔ
関
連
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
に
必
要
と
さ
れ
る
能
力
の

分
野
・
水
準
を
明
確
化
・
体
系
化

し
た
指
標
で
、
能
力
や
実
績
に
基

づ
き
七
段
階
の
レ
ベ
ル
が
規
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

㈡
　
改
正
点

　

平
成
三
十
年
一
月
一
日
以
降
に
受

講
開
始
す
る
専
門
実
践
教
育
訓
練
か

ら
、
次
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

①　

支
給
率
の
拡
充

　

受
講
者
が
支
払
っ
た
教
育
訓
練
経

費
の
五
〇
％
（
従
来
は
四
〇
％
）
が

支
給
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
資
格
取
得
等
し
た
場
合
、

追
加
で
教
育
訓
練
経
費
の
二
〇
％（
従

来
の
ま
ま
）
が
支
給
さ
れ
、
合
計
七
〇

％
（
従
来
は
合
計
六
〇
％
）
の
支
給

と
な
り
ま
す
。

②　

上
限
額
の
引
上
げ

　

支
給
の
上
限
額
は
、
一
年
あ
た
り

四
〇
万
円
（
従
来
は
三
二
万
円
）
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
資
格
取
得
等
し
た
場
合
の

追
加
支
給
の
上
限
額
は
一
年
あ
た
り

一
六
万
円
（
従
来
の
ま
ま
）
で
す
。

合
計
五
六
万
円
が
一
年
あ
た
り
の
上

限
額
で
す
。

〈
参
考
〉

　

前
述
の
上
限
額
は
、
一
年
あ
た
り

の
額
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
訓
練
期

間
が
二
年
の
場
合
は
、
上
限
額
が
八
〇

万
円
で
す
。
資
格
取
得
等
し
た
場
合

の
追
加
支
給
の
上
限
額
三
二
万
円
と

合
わ
せ
、
上
限
額
は
一
一
二
万
円
と

な
り
ま
す
。

　

訓
練
期
間
が
三
年
の
場
合
は
、
上

限
額
が
一
二
〇
万
円
で
す
。
資
格
取

得
等
し
た
場
合
の
追
加
支
給
の
上
限

額
四
八
万
円
と
合
わ
せ
、
上
限
額
は

一
六
八
万
円
と
な
り
ま
す
。

③　

支
給
対
象
者
の
要
件
緩
和

〈
緩
和
ａ
〉

　

教
育
訓
練
給
付
金
を
受
け
る
た
め

の
要
件
の
一
つ
で
あ
る
「
支
給
要
件

期
間
」
は
三
年
以
上
（
従
来
は
一
〇

年
以
上
）
あ
れ
ば
よ
い
と
さ
れ
ま
し

た
。

　

支
給
要
件
期
間
と
は
、
受
講
開
始

日
ま
で
の
間
に
被
保
険
者
等
と
し
て

雇
用
さ
れ
た
一
定
要
件
を
満
た
す
期

間
を
い
い
、
転
職
に
よ
り
会
社
が
変

わ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
保
険

者
資
格
の
空
白
期
間
が
一
年
以
内
で

あ
れ
ば
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
初
め
て
教
育
訓
練
給
付
金

の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
に
つ

い
て
は
二
年
以
上
（
従
来
の
ま
ま
）

の
支
給
要
件
期
間
が
あ
れ
ば
よ
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

〈
緩
和
ｂ
〉

　

平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
以
降
、

教
育
訓
練
給
付
金
を
受
給
し
た
こ
と

が
あ
る
場
合
は
、
前
回
の
教
育
訓
練

給
付
金
受
給
日
か
ら
新
た
な
受
講
開

始
日
前
ま
で
に
三
年
以
上
（
従
来
は

一
〇
年
以
上
）
経
過
し
て
い
れ
ば
よ

い
と
さ
れ
ま
し
た
。

〈
緩
和
ｃ
〉

　

離
職
日
の
翌
日
以
降
一
年
間
の
う

ち
に
妊
娠
、
出
産
等
の
理
由
に
よ
り

引
き
続
き
三
〇
日
以
上
教
育
訓
練
の

受
講
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
申
請
す

る
こ
と
に
よ
り
、
離
職
日
の
翌
日
か

ら
受
講
開
始
日
ま
で
の
教
育
訓
練
給

付
金
の
対
象
と
な
り
得
る
期
間
（
適

用
対
象
期
間
）
を
最
大
二
〇
年
（
従

来
は
四
年
）
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が

可
能
と
さ
れ
ま
し
た
。

四
　
教
育
訓
練
支
援
給
付
金

㈠
　
制
度
概
要

　

初
め
て
専
門
実
践
教
育
訓
練
（
通

信
制
、
夜
間
制
を
除
く
）
を
受
講
す

る
人
で
、
受
講
開
始
時
に
四
十
五
歳

未
満
な
ど
一
定
の
要
件
を
満
た
す
人

が
、
訓
練
期
間
中
、
失
業
状
態
に
あ

る
場
合
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

㈡
　
改
正
点

　

平
成
三
十
年
一
月
以
降
に
受
講
開

始
す
る
専
門
実
践
教
育
訓
練
か
ら
は
、

当
該
訓
練
受
講
中
の
基
本
手
当
の
支

給
が
受
け
ら
れ
な
い
期
間
に
つ
い
て
、

基
本
手
当
の
日
額
と
同
様
に
計
算
し

て
得
た
額
に
八
〇
％
（
従
来
は
五
〇

％
）
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

二
か
月
ご
と
に
失
業
の
認
定
を
受
け

た
日
数
を
乗
じ
て
得
た
額
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

　

教
育
訓
練
給
付
金
の
手
続
き
・
問

い
合
わ
せ
の
窓
口
は
、
公
共
職
業
安

定
所
で
す
。
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　労働契約申込みみなし制度は、派遣先事
業主が違法派遣を受け入れた場合、派遣元
事業主と派遣労働者との間の労働条件と同
じ内容の労働契約を、派遣先事業主が派遣
労働者に対して申し込んだものとみなす
（違法行為が行われた日ごとに労働契約の
申込みをしたものとみなされる）制度です。
　派遣先が労働契約の申込みをしたものと
みなされた場合、みなされた日から１年以
内に派遣労働者がこの申込みに対して承諾
する旨の意思表示をすることにより、派遣
労働者と派遣先事業主との間の労働契約が
成立します。
　なお、違法派遣であることを知らず、か
つ、知らなかったことに過失がなかった派
遣先事業主に対しては適用されません。
　労働契約申込みみなし制度の対象となる
違法派遣には次の類型があります。

①　派遣労働者を禁止業務に従事させる
　　派遣禁止業務には、港湾運送業務、建
設業務、警備業務、病院等における医療
関連業務があります。なお、医療関連業
務については、紹介予定派遣の場合や、
産前産後休業、育児・介護休業等を取得
する労働者の代替の場合は派遣すること
が可能です。
②　無許可事業主から労働者派遣の役務の
提供を受ける
　　許可事業主については、厚生労働省が
運営する「人材サービス総合サイト」で
確認をすることができます。
③　事業主単位の期間制限に違反して労働
者派遣を受ける
④　個人単位の期間制限に違反して労働者
派遣を受ける
⑤　いわゆる偽装請負等
　　労働者派遣法の適用を免れる目的で、
請負契約を締結しつつ、実際には労働者
派遣を受けた場合は、労働契約申込みみ
なし制度が適用されます。

労働契約申込みみなし制度
（労働者派遣）

　確定拠出年金の掛金は、従来は月単位で
拠出することとされていました。
　平成30年１月からは「12月から翌年11月
まで」の範囲において、複数月分をまとめ
て拠出することや、１年間分をまとめて拠
出することが可能となりました（納付は１
月から12月までの範囲内で行います）。
　この改正により、拠出区分期間を半年ご
ととし、「12月から５月まで」の分を６月に、
「６月から11月まで」の分を12月に拠出す
ることや、年を４期に分け３か月分ずつ拠出、
異なる長さの期間（例えば、７か月分と５か
月分）に区分して拠出するなど柔軟な拠出
が可能になりました。

〈参考〉確定拠出年金には、企業型年金と個
人型年金（iDeCo）があります。掛金は、
企業型の場合は事業主が拠出（規約に定
めをし加入者も拠出可能）、個人型は加
入者個人が拠出します。

掛金の年単位化
（確定拠出年金制度の改正）　
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